
 

静岡県委託事業 ／ 令和元年度 実践介護技術向上支援事業 

      ― あなたの職場に講師派遣します！ ― 

 

 

◇実施予定期間 令和元年 9 月 10 日～令和 2 年 2 月 28 日※申込締切 令和 2 年 2 月 10 日 

◇講義内容   

1.介護過程の展開（基本） 2.介護過程の展開（実践） 3.アセスメントの視点  4.個別援助計画の作成 

5.モニタリングの方法  6.介護技術（移動） 7.介護技術（移乗） 8.食事の介助  9.排泄ケア 

10.入浴・清拭の介助 11.睡眠について 12.コミュニケーション技術（基本）13.コミュニケーション技術（実践）

14.認知症ケア（基本） 15.認知症ケア（実践）16.ターミナルケアの理解  17.記録の書き方   

18.事例検討の進め方  19.介護職の職業倫理  20.事故予防と緊急時の対応  21.接遇    

22.虐待と身体拘束廃止   23.口腔ケアについて   24.ポジショニング   

◇費   用    全て 無料（１法人３回まで申込みできます）（対象要件は申込書により確認して下さい） 

   

                  

◇留意事項   

         

◇申込み方法 ※希望日の 20 日以上前までに申込書を FAX して下さい。おって、参加者名簿、事前把握 

 

   

             

申込み／問合せ先 一般社団法人静岡県介護福祉士会事務局 平野／大須賀 

         〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1-70 

               静岡県総合社会福祉会館４階 

TEL054-253-0818 ／ FAX054-253-0829 

          ■http://shizukai.jp   

※受付期間 ８／３ ～ 2／10 

 

下記のテーマから１回につき１講座を選択して下さい。（１講座９０分） 

小規模な介護事業所職員が介護の知識・技術を学ぶことで、介護の質の向上及び介護職員の職場の定

着を推進することを目的に実施します。毎年、好評で業務経験豊富な講師を派遣しています！   

今年度はより現場のニーズに応えるため、テーマを見直しています‼ 

シートを FAX させていただきます。  

 

③1 法人で 3 回まで実施可能  ④会場は貴事業所により確保のこと ⑤１日１回のみ開催 

①１講座の受講者数は１５名程度  ②複数の事業所による開催も可能   

ア）定員が施設サービス 50 人以下、在宅サービス 20 人以下の事業所等を経営する事業者 

 イ）運営している施設・事業所の種類、数が単一である事業者。ただし、訪問介護事業所やデイ

サービスセンターなどの事業所(定員 20 人以下)が併設されている施設は対象とする。 

  ※ア、イのどちらかに該当していること。 

◇対象事業所 

申込受付中！ 

 

http://shizukai.jp/

